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　このコーナーでは安来市のＤＸの取り組みを紹介します。
　ＤＸとは、デジタルトランスフォーメーションの略で、デジタル技術を社会に浸
透させて人々の生活をより良いものへと変革することです。

スマートフォン向け母子健康情報アプリスマートフォン向け母子健康情報アプリ

母子モ（安来市版）をご活用ください母子モ（安来市版）をご活用ください

　妊娠期・子育て期にある皆さんの利便性を高
めるため、母子健康情報アプリ「母子モ（安来
市版）」を導入しています。妊娠週数、お子さ
んの年齢・月齢に合わせた情報（健診、予防接
種、教室、イベント等）の受け取り、マタニティ
応援プロジェクトの申し込みなど便利な機能が
たくさんありますので、紙の母子健康手帳と併
せてご利用ください。利用料金は無料です。

AppStore または GooglePlay から「母子モ」と
検索するか、右下の２次元コードからダウン
ロードすることができます。

問い合わせ　子ども未来課　☎２３-３２２２

アプリの機能

子育て中のお子さんだけ
でなく、お腹の赤ちゃんも
登録できます。

妊娠週数、お子さんの年
齢・月齢に合わせたアドバ
イスが表示されます。

予防接種のスケジュール、
健診記録、成長記録を管理
し家族と共有できます。

安来市の子育て情報の入
手やイベント等の予約・申
し込みができます。

アプリのダウンロード

　物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計
への影響が大きい低所得世帯に対する給付金への影響が大きい低所得世帯に対する給付金
を支給します。を支給します。
対象世帯対象世帯
　　①世帯全員の令和５年度分の住民税所得割①世帯全員の令和５年度分の住民税所得割
　　が非課税である世帯で、かつ令和５年度　　が非課税である世帯で、かつ令和５年度
　　分の住民税均等割が課税されている世帯　　分の住民税均等割が課税されている世帯
　②世帯全員の令和５年度分の住民税所得割が　②世帯全員の令和５年度分の住民税所得割が
　　非課税である世帯で、18歳以下の児童が　　非課税である世帯で、18歳以下の児童が
　　いる世帯　　いる世帯
　※①、②ともに住民税が課税されている人　※①、②ともに住民税が課税されている人
　　の扶養親族等のみで構成される世帯は対　　の扶養親族等のみで構成される世帯は対
　　象外です。　　象外です。
給付額給付額
　　①について、１世帯当たり 10万円①について、１世帯当たり 10万円
　②について、児童１人当たり５万円　②について、児童１人当たり５万円
申請方法申請方法
　　対象となる世帯の世帯主には、３月初旬に対象となる世帯の世帯主には、３月初旬に

「支給のお知らせ」または「確認書」を発送し「支給のお知らせ」または「確認書」を発送し
ています。「支給のお知らせ」が届いた世帯は、ています。「支給のお知らせ」が届いた世帯は、
手続き不要で記載された口座に振り込まれま手続き不要で記載された口座に振り込まれま
す。「確認書」が届いた世帯は、確認書に必要す。「確認書」が届いた世帯は、確認書に必要
事項をご記入の上、返信してください。返信事項をご記入の上、返信してください。返信
がない場合は、給付を辞退されたものとみながない場合は、給付を辞退されたものとみな
します。します。
※「支給のお知らせ」は、令和５年度分の住民※「支給のお知らせ」は、令和５年度分の住民
税非課税の給付金（７万円）を受給した世帯で、税非課税の給付金（７万円）を受給した世帯で、
かつ18歳以下の児童がいる世帯に送付していかつ18歳以下の児童がいる世帯に送付してい
ます。詳しくは、市ホームページ（下２次元コーます。詳しくは、市ホームページ（下２次元コー
ド）をご覧ください。ド）をご覧ください。
提出期限提出期限
　５月 31日㈮　５月 31日㈮
支給時期支給時期
　３月 27日㈬から随時　３月 27日㈬から随時

問い合わせ問い合わせ　　総務総務課　☎２３-３１５０課　☎２３-３１５０

物価高騰に伴い給付金を支給します


